
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
軽
微
な
修
理
）

（
軽
微
な
修
理
）

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
一
九
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

充
塡
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附

属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

充
塡
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
一
九
）
附

属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附

属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
一
九
）
附

属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
一
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

三
〜
八

﹇
略
﹈

三
〜
八

﹇
略
﹈

九

振
動
レ
ベ
ル
計
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一

五
一
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微

な
修
理

九

振
動
レ
ベ
ル
計
に
係
る
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
コ
ー

ド
を
除
く
コ
ー
ド
の
補
修
又
は
取
替
え

十
〜
十
二

﹇
略
﹈

十
〜
十
二

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
簡
易
修
理
）

（
簡
易
修
理
）

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
一
九
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

充
填
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附

属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

充
填
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
一
九
）
附

属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附

属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
一
九
）
附

属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
一
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

ハ

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

三
〜
十

﹇
略
﹈

三
〜
十

﹇
略
﹈

十
一

振
動
レ
ベ
ル
計
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｃ

一
五
一
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡

易
修
理

十
一

振
動
レ
ベ
ル
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

﹇
削
る
﹈

イ

電
源
ス
イ
ッ
チ
、
レ
ン
ジ
切
替
器
の
ス

イ
ッ
チ
そ
の
他
の
ス
イ
ッ
チ
の
補
修
又
は
取

替
え
（
外
箱
を
開
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。

以
下
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）

﹇
削
る
﹈

ロ

電
池
そ
の
他
の
電
源
部
の
補
修
又
は
取
替

え

﹇
削
る
﹈

ハ

ね
じ
、
パ
ッ
キ
ン
、
表
示
機
構
の
透
明
覆

板
、
外
箱
そ
の
他
の
部
品
（
当
該
振
動
レ
ベ

ル
計
の
性
能
及
び
器
差
に
著
し
く
影
響
を
与

え
る
こ
と
の
な
い
も
の
に
限
る
。）の
補
修
又

は
取
替
え
（
検
定
証
印
等
が
付
さ
れ
た
部
位

を
交
換
し
な
い
で
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
削
る
﹈

ニ

外
箱
を
開
け
な
い
で
行
う
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

コ
ー
ド
の
補
修
又
は
取
替
え

﹇
削
る
﹈

ホ

電
気
回
路
部
品
（
当
該
振
動
レ
ベ
ル
計
の

性
能
及
び
器
差
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
こ

と
の
な
い
も
の
に
限
る
。）の
補
修
又
は
取
替

え

﹇
削
る
﹈

ヘ

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
除
く
分
解
清
掃

十
二
・
十
三

﹇
略
﹈

十
二
・
十
三

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
及
び
特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第

二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

赤
澤

亮
正





（
特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
伸
び
率
が
大
き
い
皮
革
）

（
伸
び
率
が
大
き
い
皮
革
）

第
三
条

特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る

政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

条
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
六
五
五
六

二
（
二

〇
一
六
）
に
規
定
す
る
条
件
で
、
皮
革
の
背
筋
に

対
し
垂
直
方
向
に
四
十
九
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を

加
え
た
と
き
、
伸
び
率
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

特
定
商
品
の
販
売
に
係
る
計
量
に
関
す
る

政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

条
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｋ
六
五
五
〇
（
革
試
験

方
法
）
に
規
定
す
る
条
件
で
、
皮
革
の
背
筋
に
対

し
垂
直
方
向
に
四
十
九
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
荷
重
を
加

え
た
と
き
、
伸
び
率
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報

（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
八
条
第
二
号
、
第
百
二
十
七
条
第
二
号
、
第
百
八
十
二
条
第
二
号
、
第
百
八
十
三
条
第
二
号
、
第
二
百
四

条
第
二
号
、
第
二
百
十
一
条
第
二
号
、
第
二
百
十
二
条
第
二
号
、
第
二
百
十
三
条
第
二
号
及
び
第
二
百
十
四
条
第
二

号
中
「
二
〇
一
九
」
を
「
二
〇
二
四
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
第
三
号
、
第
百
二
十
七
条
第
三
号
、
第
百
八
十
二
条
第
三
号
、
第
百
八
十
三
条
第
三
号
、
第
二
百
四

条
第
三
号
、
第
二
百
十
一
条
第
三
号
、
第
二
百
十
二
条
第
三
号
、
第
二
百
十
三
条
第
三
号
及
び
第
二
百
十
四
条
第
三

号
中
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
一
九
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

二
（
二
〇
一

九
）」を
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

二
（
二
〇

二
一
）」に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
第
四
号
、
第
百
二
十
七
条
第
四
号
、
第
百
八
十
二
条
第
四
号
、
第
百
八
十
三
条
第
四
号
、
第
二
百
四

条
第
四
号
、
第
二
百
十
一
条
第
四
号
、
第
二
百
十
二
条
第
四
号
、
第
二
百
十
三
条
第
四
号
及
び
第
二
百
十
四
条
第
四

号
中
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
一
九
）
附
属
書
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇

二
四
）
附
属
書
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
第
五
号
、
第
百
二
十
七
条
第
五
号
、
第
百
八
十
二
条
第
五
号
、
第
百
八
十
三
条
第
五
号
、
第
二
百
四

条
第
五
号
、
第
二
百
十
一
条
第
五
号
、
第
二
百
十
二
条
第
五
号
、
第
二
百
十
三
条
第
五
号
及
び
第
二
百
十
四
条
第
五

号
中
「
二
〇
二
一
」
を
「
二
〇
二
四
」
に
改
め
る
。

第
八
百
五
十
条
、
第
八
百
五
十
一
条
、
第
八
百
六
十
五
条
、
第
八
百
六
十
六
条
、
第
八
百
七
十
七
条
か
ら
第
八
百

八
十
一
条
中
「
二
〇
一
四
」
を
「
二
〇
二
四
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
計
量
法
施
行
規
則
第
十
条
及
び
第

十
一
条
並
び
に
第
二
条
中
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
第
八
百
五
十
条
、
第
八
百
五
十
一
条
、
第
八
百
六
十
五
条
、

第
八
百
六
十
六
条
及
び
第
八
百
七
十
七
条
か
ら
第
八
百
八
十
一
条
ま
で
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
振
動
レ
ベ
ル
計
の
型
式
の
承
認
の
基
準
に
係
る
特
例
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
型
式
の
承
認
」
と
い
う
。）の
申
請
が
さ

れ
た
振
動
レ
ベ
ル
計
の
型
式
に
つ
い
て
の
法
第
七
十
七
条
第
二
項
（
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
三

項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
振
動
レ
ベ
ル
計
の
基
準
適
合
義
務
に
係
る
特
例
）

第
三
条

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
型
式
の
承
認
を
受
け
た
型
式
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
型
式
の
承
認
を

受
け
た
型
式
に
属
す
る
振
動
レ
ベ
ル
計
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
製
造

技
術
基
準
並
び
に
法
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
一
条
第
二
項
の
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




